
森林サービス産業の創出・推進に活用可能な補助事業一覧

（令和５年度予算等）

令和５年度予算版

※本資料は、令和５年度政府予算（一部令和４年度補正予算を含む）に盛り込まれた補助事業の内容を踏まえ、関係省に確認の上、林野庁が作成したものです。

森林空間を活用した体験プログラムの開発や体験施設等の整備など、森林サービス産業の創出・推進に活用可能な補助事業を掲載しています。

※本資料の内容は、各補助事業等の主な情報について掲載したものであり、各事業の詳細については、「問い合わせ先」欄に記載の省庁等へお問い合わせ下さい。

林野庁HP



ソフト
（推進体制整備、

体験プログラム開発等）

ハード
（体験施設等整備）

1
　
農
林
水
産
省

農山漁村振興交
付金のうち、
農山漁村発イノ
ベ―ション対策

農林水産物や農林水産業
に関わる多様な地域資源
を活用し、新事業や付加
価値を創出することに
よって、農山漁村におけ
る所得と雇用機会の確保
を図る取組等を支援

①地域活性化型

②農山漁村発イノベー
ション創出支援型

③産業支援型

④定住促進・交流対策型

⑤農泊推進型

⑥農福連携型

都道府県、市町村、民
間事業者、地域協議
会、農林漁業者の組織
する団体、NPO法人等

9,070百万円の
内数

①については、活動計画策定事
業にあっては、事業実施主体で
ある地域協議会に市町村が参画
していること等。

②については、農山漁村発イノ
ベーション推進支援事業にあっ
ては、事業実施主体が多様な事
業者で連携するネットワーク
（３者以上、農林漁業者を必ず
含む）を構築していること等。

③については、六次産業化・地
産地消法に基づく総合化事業計
画等が認定されていること等。

④については、活性化法に基づ
く活性化計画が作成されている
こと等。

⑤については、事業実施主体に
農泊の取組の中心的な役割を担
う法人又は法人化見込みの団体
を含むこと等。

⑥については、農作業や農産加
工等に携わる障害者等が、事業
着手から３年目までに５人以上
増加すること等。

定額、3/10、1/2等 ①については、地域活性化に向けた活動計画
策定等を支援。（活動計画策定やその実証活
動において、森林での体験プログラムや地域
資源を活用した新商品の開発も支援対象）

②については、地域資源を活用した商品開発
等を支援。（森林での体験プログラムや地域
資源を活用した新商品の開発も支援対象）

⑤については、農泊の推進体制の整備、観光
コンテンツの開発、Wi-Fi等の環境整備、新
たな取組に必要な人材確保等の取組を支援。
（林業体験を含む森林での体験プログラムや
地域資源を活用した食事メニューの開発も支
援対象）

⑥については、障害者等の農林水産業に係る
加工技術、販売手法の習得等を支援。

③及び④については、農林水産物加工・販売施
設、地域間交流拠点等の整備を支援。（林業体
験林等の体験施設や森林浴歩道等の整備も支援
対象）

⑤については、農泊の推進に必要な古民家等を
活用した滞在施設、一棟貸し施設、体験・交流
施設等の整備を支援。

⑥については、農福連携の推進に必要となる障
害者等が作業に携わる農林水産物の加工施設、
販売施設等の整備を支援。

事業の詳細について
は、「農山漁村振興交
付金フル活用のススメ」
を御参照ください。
https://www.maff.go.jp/
j/nousin/kouryu/shinko
_kouhukin.html#01

農林水産省HP
に掲載

農林水産省
農村振興局
都市農村交流
課
TEL：03-
6744-2493

https://www.
maff.go.jp/j/n
ousin/inobe/i
ndex.html

2 農
林
水
産
省

農山漁村振興交
付金のうち、
山村活性化支援
交付金

山村振興法に基づき指定
された振興山村におけ
る、山村の地域資源を活
用した山村地域ならでは
の特産品・サービスの開
発・改良・販売のための
取組を支援

・振興山村を有する市
町村
・振興山村を有する市
町村を構成員に含む地
域協議会※

※市町村役割：経理事
務の監督

780百万円 ○山村振興計画（H27以降に制
定・改正されたもの）が作成さ
れていること。

○振興山村の地域資源を活用
し、振興山村の所得・雇用を増
大する取組であること（雇用、
販売額等の増大に関する目標を
設定）。

定額
※１地区当たり上限年
間1,000万円×３年間ま
で

・地域資源の賦存・利用状況等の調査
・地域資源を活用するための合意形成、組織
づくり、人材育成
・地域資源の消費拡大や付加価値向上等を図
る取組、販売促進

支援対象地域は、山村
振興法（昭和40年法律
第36号）に基づき振興
山村に指定された地域
（振興山村は昭和25年
2月1日時点の市町村
単位で指定）
具体的な区域：
https://www.maff.go.jp/
j/nousin/tiiki/sanson/s
_about/attach/pdf/inde
x-3.pdf

農林水産省HP
に掲載

農林水産省
農村振興局
地域振興課
TEL：03-
6744-2498

各農政局農村
計画課

https://www.
maff.go.jp/j/n
ousin/tiiki/san
son/index.htm
l

3 農
林
水
産
省
（

林
野
庁
）

農山漁村地域整
備交付金のう
ち、
共生環境整備事
業

森林と人とのふれあい空
間の整備や多様な主体に
よる森林づくりを目的と
した、施設整備や森林空
間整備を支援

① 森林空間総合整備事
業

② 絆の森整備事業

①については、都道府
県、市町村

②については、 都道府
県、市町村等

77,390百万円 ①については、おおむね 50 ヘ
クタール以上のまとまりがある
森林

②については、１施工地の面積
が 0.1 ヘクタール以上かつ５ヘ
クタール以上のまとまりがある
森林

①及び②（共生環境整
備を除く）の交付金額
は、実行経費に交付率
を乗じて求める。

②(共生環境整備に限
る)の交付金額は、標準
経費に交付率を乗じて
求める。

①については、公益的機能別施業森林区域内に
存する森林であって、快適な環境の形成の機能
又は保健文化機能の維持増進を図るための森林
施業を推進すべき森林として、市町村森林整備
計画に定められている森林において、不特定多
数の者を対象とする森林環境教育、健康づくり
等の森林利用に対応した多様な森林整備を行
う。

②については、身近な森林に対する市民の関心
の高まりや、森林をフィールドとした市民活動
の広がりに対応するため、市民の参加による森
林整備や野生動物との共存のための森林整備を
行う。

森林分野での活用事例
https://www.rinya.maff.
go.jp/j/sanson/kassei/
sesaku.html

各都道府県を
通じて申請

林野庁
整備課
TEL：03-
3591-5893

https://www.
maff.go.jp/j/st
udy/other/e_
mura/oomori/
n-
koufukin.html
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ソフト
（推進体制整備、

体験プログラム開発等）

ハード
（体験施設等整備）
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【地方創生推進タイプ】
※主にソフト事業を支援

デジタルの活用などによ
る観光や農林水産業の振
興等の地方創生に資する
取組を支援。

地方公共団体 1/2

○先駆型
国費上限：都道府県3.0
億円,中枢中核都市2.5
億円,市区町村2.0億円
○横展開型
国費上限：都道府県1.0
億円,中枢中核都市0.85
億円,市区町村0.7億円
○Society5.0型
国費上限：3.0億円

デジタルの活用などによる観光や農林水産業
の振興等の地方創生に資する取組を支援。

例：観光振興、移住促進、ローカルイノベー
ション、地方創生人材の確保・育成、ワーク
ライフバランスの実現、商店街活性化等

【地方創生拠点整備タイ
プ】
※主にハード事業を支援

デジタルの活用などによ
る観光や農林水産業の振
興等の地方創生に資する
拠点施設の整備などを支
援。

地方公共団体 1/2

国費上限:都道府県15億
円,中枢中核都市10億
円,市区町村5億円

事業期間（当初予
算）：原則3年間

デジタルの活用などによる観光や農林水産業の
振興等の地方創生に資する拠点施設の整備など
を支援。

例：観光振興、移住促進、ローカルイノベー
ション、地方創生人材の確保・育成、ワークラ
イフバランスの実現、商店街活性化等

5 観
光
庁

サステナブルな
観光に資する好
循環の仕組みづ
くりモデル事業
等

観光利用と地域資源の保
全を両立するため、コン
テンツ料金に地域還元や
資源保全費用を組み込む
等により、地域の自然・
文化・歴史・産業等の保
全につなげる好循環の仕
組みづくりを支援。

①モデル事業（調査事
業）

②受入環境整備（補助事
業）

持続可能な観光の取組
を実施する地方公共団
体・DMO・民間事業者等

820百万円
(R4補正予算）

サステナブルツーリズム推進計
画を作成すること。

①定額
（上限2,000万円）

②1/2
（施設改修・整備：
　上限5,000万円）
（設備導入・物品購
入：上限500万円）

・旅行者の知的好奇心を踏まえ、自然・文
化・歴史・産業等の本質を味わいながら、地
域への貢献を実感でき、観光利用と地域資源
の保全を両立する体験等のコンテンツ造成
・コンテンツ料金に地域還元や資源保全費用
を組み込む等の好循環の仕組みづくり
・地域の価値継承に寄与するような、旅行者
と地域の関係構築・販路形成・受入体制強化

観光利用と地域資源の保全の両立、本質的な体
験・滞在の提供に資する施設や空間整備、ツ
アー実施のための施設改修・整備、設備・物品
購入等

①モデル事業（調査
事業）は補助事業・
交付金ではなく、国
費による調査事業
（定額）であること
に留意。

①②事業者の選定
は、観光庁及び有識
者により構成される
選定委員会において
選定。

観光庁HPに掲
載

観光庁
観光資源課
TEL：03-
5253-8924

https://www.
mlit.go.jp/kank
ocho/page05_
000256.html

https://www.
mlit.go.jp/kank
ocho/page05_
000279.html

上記のほか、建築物の木造化・木質化に活用可能な補助事業・制度一覧を林野庁HP（https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuzozigyou.html）に掲載しています。

https://www.c
hisou.go.jp/so
usei/about/ko
uhukin/index.h
tml

4 内
閣
官
房
・
内
閣
府

デジタル田園都
市国家構想交付
金

1,000億円の
内数

地域再生法に基づき、地方公共
団体が策定した地方版総合戦略
に位置付けられ、地域再生計画
に記載された先導的な取組や施
設整備等を安定的かつ継続的に
支援。

内閣官房・内
閣府総合サイ
ト「地方創
生」に掲載

内閣府
地方創生推進
事務局
TEL：03-
6257-1416
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